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される非宗派的学校の設立､無償の義務教育の確

立といった内容を含んだ綱領を定め、その後の活

動を通して､議会内外に大きな影響を及ぼした。

ＮＥＬの教育構想は､1870年基礎教育法の制定

者であるフォスター（Forster,ＷＥ.）によって、

1869年１０月２１日､内閣に提出されたフォスターの

メモいの中で､メモ作成の際に参考とされた四つの

教育改革案の一つとして取り上げられ、検討が

なされている。このことは､1870年基礎教育法

の形成過程において、ＮＥＬの教育構想が重要な

位置を占めていたという事実を示している。

ここで先行研究について、整理しておこう。

成田克矢は､1870年基礎教育法の成立過程にお

いて、労働者階級運動が立法化への機動力とし

て大きな役割を果たしたとし､1870年基礎教育

法の基底的な性質を「公教育の公共性と大衆的

基礎の一致」印にあると把握した。成田のこう

した評価は、サイモン（Simon,B､）の研究に依

拠しつつも、イギリスの公教育形成過程に着目

したすぐれた見解であると思われる。しかしな

がら、リッチ（Rich,ｎ日.）によれば、「先導的

なチャーチストやラディカル派は、教育の全国

的な制度を強力に支持したが、彼らが労働者階

級を伴ったと考えることは、誤りであろう。私

が調べることができた限りでは、〔1870年〕教

育法作成への見解の発展に影響を及ぼした、労

働者階級の効力のある見解はなかった」｡とさ

れている。1870年基礎教育法形成過程の中で、

はじめに

本稿は、イギリスの最初の包括的な基礎教育立

法である1870年基礎教育法の成立過程におい

て、主導的な役割を果たしたとされるラディカル派

の政治･教育運動団体であるNationalEducation

League（全国教育連盟。以下、ＮＥＬと略記）の

創設過程とその教育構想について検討すること

をとおして、1870年基礎教育法の性質を明らか

にすることを目的としている。

イギリスの1870年基礎教育法は､その成立経

緯の特徴に着目することにより、イギリス近代

公教育制度の起点として把握される重要な教育

立法の一つである！)。この1870年基礎教育法の

成立の過程においては、普遍的な国民教育制度を

求めて、さまざまな民間の教育運動2)が展開され

た。こうした教育運動を代表する中心的な組織団

体として､ラディカル派のＮＥＬが挙げられる。

ＮＥＬは1869年１０月、政治的急進主義の中心

地であるバーミンガムで創設され、最初の

議長に英国国教徒のジョージ・デイクソン

（Dixon,Ｇ）が選出された。この組織は、政治

的には明らかに､特定の党派色を有していたが、

そのメンバーは広範に亘り、国教会派や国教反

対者だけでなく、多数の非国教徒をも含み、８０

万から100万に及ぶ労働者の支持を集めたとさ

れている印･同年１１月には、ＮＥＬは、あらゆ

る子どもたちを対象にした、地方税により援助

*教育学教室

151



琉球大学教育学部紀要第58集

NELが労働者階級とどのような関係にあった

かが、検討されなければならないであろう。

成田の見解に対して、堀尾輝久は、ＮＥＬが

1870年基礎教育法の実現に果たした大きな役

割を認めながらも、ＮＥＬと労働者階級との関係

については、ＮＥＬが「労働者階級の運動の潜在

的な力にくつわ」をはめ、方向づけたととらえ

ている。そして、ＮＥＬの教育思想的特質に関し

ては、「｢社会問題」対策的役割」を有するもの

である、としたｎｏ堀尾のこの見解は、ＮＥＬの

教育構想の形成過程に着目したすぐれた見解で

あると考えるが､詳細な実証はなされていない。

つまり、1870年基礎教育法の成立過程におい

て、ＮＥＬがどのような役割を果たしたのか、ま

た、それが何を意味するのかといった問題は、

これまでのところほとんど、明らかにされてお

らず、今後取り組むべき重要な課題として残さ

れていると言える帥。

本稿は、以上のような課題意識に基づき、次

のように論述を進める。第一に、ＮＥＬの創設過

程について、その前身とされるバーミンガム教

育協会(BirminghamEducationSociety）にまで

遡って検討する。これにより、何故バーミンガ

ムで基礎教育の普及が目指されたか、その論理

が明らかになるであろう。第二に、ＮＥＬの創設

経緯とその綱領に関して検討することをとおし

て、ＮＥＬの基底的な教育観を抽出する。以上の

検討によって､本稿はＮＥＬの設立経緯と初期の

教育構想について明らかにし、1870年基礎教育

法の成立基盤を解明する。

切り詰め、早期に労働へと向かわせたｍ・

バーミンガムの産業に対しては、工場法の適用

がなされなかったため'2)、この時期に、子どもが一

旦､就労すると､正規の学校教育は終わりとされた。

バーミンガムの多くの企業家たちは1850年代に､教

育の懸賞金計画を開始し､就学を奨励してきたが、

ほとんど効果を上げることはできなかった、とされて

いる'3)。

このようなバーミンガムにおける教育状態を、二

つの調査から探ってみよう。－つ目の1857年の調

査によると､７歳から１０歳の子どもたちの446％の

者が、昼間学校に出席していなかった'4)｡もう一つ

の1866年の調査では、５歳から10歳の子どもたち

のうち、わずかに46.2％の者しか昼間学校に就学

していなかった'5)｡以上のような工業化と都市化

の進行によってもたらされた教育提供状況は、

同時代人により、教育欠乏状態（educational

destitution）と呼ばれた。バーミンガムでは、

1860年代の後半までに、ヴオランタリー・シス

テムに基づく教育提供に対する危機的な認識

が、見られるようになってきた。

ここで、ヴオランタリー・システムについて

述べておこう。ヴォランタリー･システムとは、

1808年創立の非国教会派の内外学校協会と、

1811年創立の国教会派の国民協会といった二

大宗教団体が､主に７歳から１３歳の貧民児童を

対象として、教育提供を行なったシステムのこ

とをいう。産業革命が進行する以前の代表的な

教育機関として、慈善学校（chalityschool）や

労働学校（schoolofmdustry）と呼ばれた無償

の教育機関が挙げられる。これらの学校では、

３歳から１４歳頃までの貧民児童を対象として、

カテキズムの暗唱を中心とする宗教教育と読み

方、及び裁縫や造園などの簡単な職業準備教育

が教授された。産業革命の進行とともに、授業

料を徴収しない日曜学校（sundayschool）とわ

ずかな授業料を徴収したモニトリアル・スクー

ル(momtoIialschool)のような新たな教育機関

が設置されてくる。日曜学校は、日曜日に貧民

児童を教会や礼拝堂に収容し、宗教教育を中心

とした聖書の読み方を教授することにより、大

量に出現してきた貧民児童の無知や道徳的堕落

からの救済を目的とした｡モニトリアル･スクー

I･ＮＥＬの前史としてのバーミンガム教育協

会の創設経緯とその教育構想

（１）バーミンガムにおける教育欠乏状態の意味

ジル（Gmo.）によれば、１９世紀のバーミン

ガムは、政治的及び経済的な活動において顕著

な発展を遂げ、1860年代までには、先導的な地

方産業都市としての地位を確立してきた印。産

業の発展に伴い都市が拡大し､1851-60年の１０

年間に､バーミンガムの人口は３１％も増加した

という'0)。種々の産業の発展は、必然的に児童

労働を要請した。親たちは子どもの学校教育を
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ルは、日曜学校の週日化した性格を有する教育

機関であった1句。

以上の教育機関はいずれも基本的には、慈恵

主義的立場に基づき、貧民階級児童に対して、

宗教的道徳教育の教授を中心に行なった。これ

は当時､貧民の怠惰､不道徳､無秩序などといっ

た、社会に脅威を与えるような行為を除去し、

治安維持に役立つものとして考えられたからで

ある。

しかしながら、バーミンガムにおいては、こうした

ヴォランタリー・システムがもたらす教育欠乏状態

が、明らかになりつつあった。教育を受けていない

無知で貧しい労働者階級児童が、街に大量に溢

れ、社会秩序に脅威を与えるような危険な階級が

増加しているといった認識がなされるようになった。

こうした背景を受け、バーミンガム教育協会創設へ

の動きが始まる、。

た二つの点について見ていく。

①バーミンガムの教育提供状況の把握

学校視察官のカペル（Capel,ＨＭ.）は、バー

ミンガムの教育提供状況について、以下のよう

に述べている。

「バーミンガムの手労働階級（manuallabour

class)の子どもたち64,000人のうち､30,000人が就

学している｡9,280人が就労しているが、24,720人

は子どもの世話以外には何もしていない｡平均就学

は16,000人であり､このうちの12,000人が補助金

獲得のために、規則的に通っていたにすぎなかっ

た｡視察を受けている学校の中で、手労働階級の

上流階層の者に対しては、彼らが望んでいる教育

を提供している｡彼らはこうした教育提供をかなり利

用している｡しかし､より下層階級の者は､教育提供

がなされないままであり､その数は増大しつつある。

このままであれば、バーミンガムの将来の生活やイ

ギリス全体にも､大きな危険の源となるであろう｣21)。

これによれば､1867年当時のバーミンガムにおけ

る教育提供状況は､就学率が46.9％､平均就学率

が25％､そして実質就学率が18.8％となる｡バーミ

ンガムの教育提供をめぐるこの統計数値は、前節

で見てきた教育欠乏状態を裏付けるだけではなく、

平均就学率や実質就学率も合わせて考えると、より

深刻な教育欠乏状況が示されていると言えよう。こ

のように、デイクソン家におけるこの最初の会議をと

おして、より貧しい無知で危険な労働者階級児童

の増加が､重要な教育問題として､出席者たちに認

識された。

②ディクソン家における私的会議の教育構想

教育欠乏状態の改善のために、デイクソンの

私的な会議は、ヴォランタリー・システムに対

する地方税援助の方針を打ち出した。さらに、

学校視察官のカペルが、新しいタイプの学校と

して無償の学校の設置と、その学校に対して、

貧しい労働者階級児童の就学の強制を提案し

た。これに対して、ラグビ-校の校長であるテ

ンプル（Tmple,F）は、カペルの無償学校の設

置と強制就学の導入という二つの提案に、次の

ように反対を表明した。

「就学の強制については、より一層貧しい階

級に対してのみ意図されるものである｡そして、

社会的な基準に基づき、正確に就学の強制のう

（２）バーミンガム教育協会の創設とその教育

構想

ＮＥＬの前身にあたるバーミンガム教育協会創設

への動きは、1867年２月１３日、バーミンガムの市

長であったデイクソンの家における、私的な会議に

端を発している'80｡何故バーミンガムで、こうした動

きが起こったのであろうか。一つは、アシュワース

(Ashworth,Ｗ､)によれば､バーミンガムにおいては、

種々の都市の悪弊(evil)を改善する都市改革運動

(Birminghammunicipalrefbrmmovement)の指

導者たちが、バーミンガム教育協会の創設にも関

わっていた｡こうした過程で、バーミンガムにおいて

は、教育欠乏状態が都市の悪弊として重大な問題

であると見倣されるようになってきた、という点

が挙げられる'9)。もう一つは、アーミティッジ

(Amlytage,ＷＨ.G､）によると、バーミンガムの実業

家たちはいち早く、イギリス産業の国際競争力がア

メリカやドイツに比して、相対的に低下していること

に対し､大きな危機意識を抱くようになった､という側

面である｡その結果、彼らは国家の介入による教育

制度の整備を望んだ2⑩。

以下ではテイラーなどの研究に依拠しなが

ら、大要、①バーミンガムの教育提供状況がど

う把握されたのか、②①を踏まえ、どのような

教育構想が議論され、提案されたのか、といつ

－１５３－
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バーミンガムにおけるローマンカトリックの司教総代

理を務める、キャノン・マイケル・オーサリバン

(CanonMichaelOiSullivan）も含まれていた動｡こ

の暫定委員会は、特定の党派や宗派などで占めら

れているのではなく、種々の階層から構成されてい

た。

インが法律で引かれると、やっかいな批判が出

てくることになる。つまり、より貧困な階級は、

自らが支払わないことには価値を見いださな

い、ということは周知であるからである」動。

テンプルは、就学の強制はより一層貧しい階

級に限定されること、また、貧困階級の文化と

いった観点からすると、無償学校の設立及びそ

の有効性に対して疑問であるとし、カペルの提

案に異論を唱えた。

こうした議論を踏まえ、最終的に、デイクソ

ン家における第一回目の私的会議の結論は、教

育に対する地方税援助は必要であること、そし

て、就学の際、相当の教育提供がなされなけれ

ば子どもたちは雇用されてはならない、といっ

たものであった23)。無償学校の設立と強制就学

の導入といったこうした論点については、デイ

クソン家における私的な会議で、さらに審議が

継続された。以下では、こうした論争点につい

て、議論の概要を示してみよう。

デイクソンが提案した､ヴォランタリー･システムへ

の地方税援助構想に対する国教会派の典型的な

意見は、ヨーク（Ybrk,ＧＭ）の見解に見られるよう

に､宗教教授を行なわない学校の存在を否定し､非

宗派学校への地方税援助には反対するというもの

であった｡これに対して、非国教会派の意見は、デ

イル（Dale,ＲＷ）に代表されるように、教育の宗派

体制自身を支持することができないという主張で

あった｡デイルは､現在の日曜日の礼拝に、３分の

lの住民しか通っていないという事実を挙げ､バー

ミンガムの大多数の人々は教育の宗派体制に強力

に反対している､と主張した｡最終的に､ここでの論

争は、宗派学校と非宗派学校に対しては別々の基

金が考案されなければならない、というデイルによ

る提案がなされ、それが受け入れられる形で決着

をみた｡そして、デイクソンが議会において、バーミ

ンガムの教育促進を目的とする団体の創設を提案

し、1867年３月１４日、暫定委員会（provisional

COmmittee)が設置された20)。

その委員会の構成は、以下のようなものであっ

た｡まず､議長にはデイクソンが選出され､副議長に

は国教会派のヨークと非国教会派のデイルの２名

が選ばれた。名誉誓記長にジェセ・コリングス

(ColIings,』.）が選出され、その他の委員として、

（３）バーミンガム教育協会の活動

①教育欠乏状態

バーミンガム教育協会の活動は、バーミンガムに

おける教育状況の正確な把握を量的・質的に行な

うことであった2句｡バーミンガム教育協会は､教育欠

乏状態の程度を公表することと、授業料支払い負

担能力のない親をもつ子どもたちに､授業料を無償

にするか否か､といった二つの点について､調査を

行なうことを任務とした。

バーミンガム教育協会はバーミンガムの754の街

で、詳細な教育調査を行なった｡その1868年の報

告書によれば、３歳から１４歳の年齢の45,056人

の子どもたちのうち、12,059人が全く就学したこと

がなかった｡また､さらに15,974人の子どもたちはそ

の時､就学していなかった｡現在､就学者数は１０歳

以降､減少している27)｡無償学校の提供は､子ども

たちが就学していない状況の救済策とはならな

かった｡1868年１月の末までに､4,729の無償席が

提供されてきたが、それらの約４分の１が利用さ

れていなかった。子どもたちに満足に衣服さえも与

えられないため、授業料の支払いができない親た

ちがいた。初めて無償席を利用した多くの子どもた

ちは､学校に長く留まらなかった､とされている2町。

こうした調査に基づき、バーミンガム教育協

会は、より貧困な階級の間に無知が蔓延してい

ること、そして、道徳、節制、宗教などの普及

によっても、これらを克服することはできない、

とした。つまり、ヴォランタリー・システムで

は、親の教育提供に対する軽視の姿勢や無関心

さを改善することにはつながらない、と結論づ

けられた290。

②学校収容施設の量的把握

バーミンガム教育協会の報告書によると、

1868年の８月に視察されたバーミンガムの全

92校の学校においては､学校席は31,364席が提

供されていた｡平均就学者数が約20,000人であっ

－１５４－
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たので､11,000席が空いていた､とされている30)。

③低い学習定着度調査

バーミンガム教育協会は、バーミンガムで就

労している１３歳から２１歳の者に対し、学校時

代の学習定着度について、調査を行なった。調

査の方法は、異なる２６個所の工場の908人の

人々が被験者となり、改正教育令のスタンダー

ドⅣ31)と同じ水準のテストを実施する、という

ものであった。調査の結果は、読むことができ

なかった者が５分の２以上存在した。半分以上

の者は書くことができなかったし、４分の３以

上の者は綴ることもできなかった。さらに、５

分の４の者は全体的な知識に欠けていたし、１０

分の９の者は計算をすることもできなかった、

という32)。バーミンガム教育協会のこうした調

査は、彼ら自身に「我々は、現在有している教

育の制度よりも、ずっと包括的な制度を必要と

している」勤と確信させるに至った。

心に携わった35)。

マンチェスター・サルフォード教育協会が行

なった、大都市における一つの教育調査による

と､調査対象とした３歳から１２歳までの20,915

人の子どもたちのうち、54.7％の者が全く就学

していなかった。また、工場で就労する大多数

の子どもたちはほとんど､就学していなかった、

という”。その原因として、１８６６年のマンチェ

スター・サルフオード教育協会の報告書には、

親の子どもの教育に対する無関心さの問題が指

摘された功。この調査や報告書を踏まえ、マン

チェスター・サルフオード教育協会は１８６６年

10月、マンチェスターで開催された社会科

学促進の全国協会（NationalAssociationfbrthe

PromoteofSocialScience）の会議で、強制就学

（compmsoIyattendance）の制度と無償教育の

提供、そして、公的な機関による教育の領域へ

の地方税援助制度の創設、といった教育構想を

提案した。

以上のようなマンチェスター・サルフォード

教育協会の教育調査、報告書、そして教育構想

は、すでに前章で見てきたように、バーミンガ

ム教育協会の活動内容などと、ほとんど同じ性

質のものである。このようにバーミンガム教育

協会の創設や教育構想に際しては、マンチェス

ターをモデルにしたことがわかる。

マンチェスター・サルフォード教育協会は後

に､マンチェスター教育法案委員会へと発展し、

教育法案を作成、1867年４月５日、下院に提出

した3m。この1867年教育法案の作成には､1870

年基礎教育法の制定者であるフォスターも加

わっていた。1867年教育法案には、マンチェ

スター・サルフォード教育協会内で議論された

無償教育の構想は含まれたが、強制就学の制度

構想は見送られた。フォスターは教育法案の審

議の過程で、マンチェスターやバーミンガムの

大都市における教育欠乏状況の問題を重視し、

ヴォランタリー・システムの欠陥を指摘した。

そして、現行のヴォランタリー・システムによ

り、より貧しい、無知で危険な階級が増加して

いる、と述べている勘。

このように、マンチェスター・サルフオード

教育協会は、マンチェスターにおけるヴオラン

Ⅱ、ＮＥＬの創立と1870年基礎教育法案形成へ

の基盤

（１）ＮＥＬモデルとしてのマンチェスター・サ

ルフオード教育協会の教育構想

バーミンガムにおいては、バーミンガム教育

協会創設の際、すでに1864年２月に形成され、

先行していたマンチェスター・サルフォード教

育協会（ManchesterandSalfOrdEducationAid

Society)がモデルとされた。ＮＥＬ創立へ重要な

インパクトを及ぼしたマンチェスター・サル

フォード教育協会は、どのような教育構想を有

する運動団体であったのだろうか。

ロウパー(Roper,Ｈ)によれば､1860年代の初期

には､基礎教育の包括的な立法を求める動向は､ほ

とんど見られなかった｡しかしながら、1860年代の

終わり頃までには､ヴォランタリー・システムは､主要

には社会秩序維持といった観点から、より貧しい多

くの労働者階級児童の教育をつかさどるには､不十

分なシステムと考えられるようになってきた型〕・マン

チェスター･サルフオード教育協会は1864年２月、

大都市における教育提供について調査を行ない、

改善させることを目的として設立された。その設立

には、マンチェスターの工場主や資本家たちが中
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タリーシステムが怠惰､不道徳､無秩序といっ

た、社会の治安維持に脅威を与えるような貧民

階級児童を大量に生み出していると認識してい

た。こうした把握の仕方はほとんどそのまま、

バーミンガム教育協会へも引き継がれているの

である。それでは、バーミンガム教育協会は、

どういった議論に基づき、ＮＥＬへと結実したの

であろうか。

理を広めていくことである。さらに、政府に緊

急な立法制定の責務を促すことである、とされ

た。こうした前提に立ち、バーミンガム教育協

会の活動は、以下のように考えられた。

・親が授業料を支払うことができないあらゆ

る場合においては、無償の教育を提供する

こと。

・国庫助成金により設立、維持されるすべて

の新しい学校は、非宗派の教育を提供する

こと。

ヴォランタリー・システムの失敗や欠陥は、

チェンバレンによっても認識され、大多数の貧

民階級の教育は、地方の機関により運営され、

地方税で援助きれる新しい学校で行なわれなけ

ればならない。さらに、学校は非宗派で、国家

が特定の宗派の普及に専心する学校へ援助して

はならない、とされた。デイクソンは、チェン

バレンのこうした全国的な運動組織の構想を支

持した42)。

②ＮＥＬの創設と綱領の内容

バーミンガム教育協会は、その運動を全国的

に拡大する組織を作ることについて、１８６９年１

月にデイクソン家で私的な会議をもった。ここ

において、バーミンガム教育協会を全国的な組

織とするＮＥＬの創設が決定された43)｡こうした

目的を確実にする具体的な提案を含んだ回状

（circular)が出された。これはまた、ＮＥＬの最

初の宣伝活動であった。回状の内容は、以下の

ものであった４４J。

（２）ＮＥＬの創設とその綱領

①バーミンガム教育協会の全国的な組織化へ

の動向

バーミンガム教育協会がマンチェスター・サ

ルフォード教育協会やマンチェスター教育法案

委員会に倣い、全国的な運動組織をつくり上げ

ていく契機は､1867年の第二次選挙法改正の結

果にあったとされる。バーミンガムでは当時、

選挙法改正で勝利を得たラディカル派が、教育

改革に関してはバーミンガム教育協会を中心に

活動し、最終的に、ヴォランタリー・システム

の失敗や欠陥といった重大な問題点を明らかに

した。しかし、ラディカル派は、国政のレヴェ

ルに十分な代表者を送ることができなかったた

め、教育法案の提出は不可能なように考えられ

た40Ｉ。こうした情勢に変化を及ぼした人物が、

チェンバレンであったい)。

チェンバレンは、バーミンガム教育協会の組

織を全国的なレヴェルにまで拡大することにつ

いて、詳細に計画した。彼はまず、全国的な教

育制度がどういった原理に基づかなければなら

ないかを提示した。それは、以下の三つの点で

あった。

・子どもたちが育てられるのをみるのと同様

に、教育されることをみることは、国の責

務である。

・教育への権利（right）は、宗教に関わる試

験で制限されてはならない。

.この権利の享受は、親の意思や慈善の気紛

れに依存してはならない。

チェンバレンによれば、バーミンガム教育協

会の目的は、イギリスの教育状況について情報

収集を行ない、公表することである。また、公

的な会議を通して、バーミンガム教育協会の原

目的

イギリスのすべての子どもたちに教育提供を

確保すべ<制度の創設を行なうこと

方法

Ｌ地方当局は、自らの地域のあらゆる子ども

たちに、十分なる学校施設が提供されている

ことを確かめなければならない。

2．必要とされている学校の設置や維持の経費

は、地方税から提供され、国庫助成金で援助

されなければならない。
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３．地方税で援助されるすべての学校は、地方

当局の管理・運営のもとにあり、視察を受け

なければならない。

４．地方税で援助されるすべての学校は、非宗

派でなければならない。

５．地方税で援助されるすべての学校への入学

は、無償でなければならない。

6.学校の施設が提供される際､国や地方当局は、

その他の方法で教育を受けていない、適当な

年齢の子どもたちの就学を強制する権限を持

たなければならない。

アダムズによれば､この回状は広範に受け入れら

れていった。２，３カ月の間に､イギリスで最もよく知ら

れた40人の下院議員､約400人の国教会牧師たち

を含んで､2,500人の人々がＮＥＬに加わった｡運動

は､あらゆる大都市で進められた｡そのメンバー栂成

上､企業家たちが非常に多かったが､アップルガー

スのような労働運動のリーダーも含まれていた｡知識

階級､非国教会派､産業都市における大工場主､熟

練労働者たちのリーダー､政治的ラディカル派など

が､NELに加わった｡1869年の秋には､ＮＥＬの地方

委員会がロンドン､マンチェスターなどの１３の都市で

形成され､以後､この運動は急速に影響力を増し、

最初の全国会議があらゆる地域から大きな関心を

もって待ち望まれた､とされている⑤。

ＮＥＬの全国的な創立会議は、１８６９年10月１２

日、１３日に開催され、デイクソンが議長に選出され

た46)｡この大会により確認、決議された基本となる

政策要綱は、わずかな語句の修正を受けたが、

回状と同一のものであった47)。この教育構想は

後に、1870年基礎教育法案の立案者フォスター

が1869年１０月２１日に作成したフォスターのメ

モの中で、「理論的に完全な機構」と評されるこ

とになる⑧。

ンタリー・システムの失敗や欠陥が認識されて

くるようになった。教育欠乏状態は、教育を受

けていない無知で貧しい労働者階級児童が、街

に大量に溢れ、社会の治安維持に脅威を与える

ものと考えられた。ＮＥＬの前身にあたるバーミ

ンガム教育協会が創設をみたのは、こうした危

険な階級の増加が社会秩序維持にとって、重大

な問題として捉えられてきたからであった。

デイクソン家に起源を有するバーミンガム教育

協会は、主要には国教会牧師や非国教徒、教育

者、実業家などの、いわゆる非労働者階級のメ

ンバーが中心であった。そして、バーミンガム

教育協会の基底的な教育構想は、危険な貧民階

級児童の除去を目的とした、無償学校の設置と

強制就学の制度の提案を含むものであった。

第二に､ＮＥＬのような運動組織には、マンチェス

ター・サルフォード教育協会といったそのモデルが

存在した。ＮＥＬの前身であるバーミンガム教育協

会の教育状況に対する認識と同様、マンチェス

ター・サルフォード教育協会もまた､ヴォランタリー・

システムの欠陥に気がついていた。彼らは、怠惰、

不道徳、無秩序といった社会秩序に脅威を及ぼ

す、より貧しい労働者階級児童が大量に生み出さ

れていることを、大都市における重要な教育問題と

して捉えた。

1870年基礎教育法制定過程及び制定後にも

大きな影響を及ぼした､ラディカル派のＮＥＬの

労働者階級に対する基底的な教育観は、以上に

述べてきたような、社会秩序維持を主要な目的

とするものであったと言えよう。こうした点と、

「〔1870年〕教育法作成への見解の発展に影響

を及ぼした、労働者階級の効力のある見解はな

かった」49)とするリッチの指摘とを合わせて考

えると、1870年基礎教育法の基底的な性質を、

「最も先進的に成長をとげた労働者階級を中心

とする一般民衆の要求を基礎にも」50)つとは捉

えられないのではないか。むしろ、1870年基礎

教育法の形成過程に着目した場合、教育法の基

底となる性質は、ＮＥＬに代表されるブルジョア

的イニシアティヴを基盤としていると言えるの

ではないか。このような点については、ＮＥＬの

活動をさらに具体的に検討していかなければな

らないであろう。今後の課題としたい。

おわりに

以上、検討してきたことから、1870年基礎教

育法の性質について、ＮＥＬの果たした役割に着

目してまとめておこう。

第一に、ＮＥＬが生み出されてくるバーミンガ

ムの背景についてである。バーミンガムの教育

提供の状況は、教育欠乏状態と呼ばれ、ヴォラ
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Lawson,J＆HSUver,ASocmUHUslomq/EtlnCCItimz

j?oE10glcmd,1973,などのイギリス教育史の通史

は、ＮＥＬを1870年基礎教育法の成立過程におけ

るひとこまとして触れるにとどまっている。ま

た、MulphyiJ.,meBd2Lcqtio泥ＡｃＭ８ｍ:martCmcZ

Cbmme7zkLm1David＆ChaIles,1972,Rich,ｏｐ・cik，

なども、この種の研究に分類きれる。

Adams,Ｒ，HZstolWq／tlteBleme1ztCLmSchool

COmes“７zE7zglmzd,Chapman＆Hall,1882,Jones，

ＤＫ.,TｿＤｅＭｔＭＤｄｍｑ/ｔｈｅＥｄｗ[zZio〃SysOeml85I‐

８１，Ｒ・ＫＥ,1977,などの研究は､NELの教育構想の

概要を紹介しているにとどまっている。

また、1870年基礎教育法案のドラフトと位置づけら

れるフォスターメモ自身を分析の対象とし､NELの教

育榊想について教育法案の立案過程との関連で簡

略に紹介している研究がある。例えば、Gosden,Ｒ

Ｈ.J､H､,meDeUelOPnoe狐vEduc[LUjomMdmmiStmlio?、

ｊ〃ＥｍｋｍｄｍｌｄＩＩﾉtMesbBasilBlackweU,1966,がこれに

分類される。

大田直子は比較的多くのスペースを費やし、

1862年の改正教育令以降1870年基礎教育法成立

に至る経緯の中で、近代公教育制度導入を推進し

た勢力としてラディカル派のＮＥＬを位置づけ、

その設立経緯や教育構想等を簡潔に分析してい

る。大田直子『イギリス教育行政制度成立史一

パートナーシップ原理の誕生一」東京大学出版

会、１９９２年、79-84頁。

イギリスにおいては、次の博士論文がある。

nylol;A､Ｒ,BZmzt?29'、、α?zdtﾉＤｅﾉMOUeme1zUbr

MMiomlEducuCio)zI867L7ZA〃Czccoumqrthe

tDorkcmdf城ue?Ｚｃｅｑ／thcMLtio?、lECmcmimz

Le叩z4e,１９６０（unpublishedAthesispresentedin

theUniversityofLeicestermrthedeg肥eofPhD.)．

９）on1,0,HUsComq/Bimzi7zg/LcLml/ｂＬＩ，OxfOrd

UniversityPress,1952,ｐ281．ジルによると、１８６０

年代当時、バーミンガムにおける股も大規模な工

業は、真鐡や銅を用いた製造業であった。めれ.，

pp292-318.また、商業の飛躍的な拡大や教育の

普及により、ペンなどの文房具に関する産業も発

展した。化如,,pp300-303.

10）Ｍａ1℃ham,AJ.,TT1eBilminghamEducatjonSociety

andthel870EducationAct,Ｊｂｗｍｌｑ/Etjo4cutiomll

Adm伽isCmtjo〃ａ?zdHUsto噸VOL８，Ｎ０．１，January

謝辞

以下の博士論文を自由に利用させてくださっ

た、東京都立大学の大田直子氏に、記して謝意

を表したいと思う。

Tnylor,Ａ,Ｒ,BjmZZ?29ﾉmmcmcZt九eMbUeme〃ｔ

ルγハノbLtdo?､αＩＢＵ”αtio〃I867L77:A7zacco2Lozt

q／$ﾉＯｅｍｏ戒Ｃｍｄｉ?､/ZtLe7zceq/･tﾉＺｅノVtutdomLl

EtZ“αZimzLeag24e,1960(unpubhshed,Athesis

presentedmtheUnivemtyofLeicesterfbrthe

degreeofPhD.)．

〔注〕

1）成田克矢『イギリス教育政策史研究」御茶の水

書房、1966年、が代表的な研究である。

2）以下、筆者は「教育運動」という用語を、次の

ように用いる。つまり、教育運動とは、権力の支

持する教育理念とは異なる教育理念を、民間の社

会的な力が支持して、種々の手段でその実現をは

かることである。ここで、教育理念とは、教育の

目的と手段と、内容と方法との総体を意味する。

宗像誠也「教育行政学序説」有斐閣、1954年、

１頁。

３）Simon,B､,ｍｈｅｎｕｏﾉVmUo?2S＆theEd秘ｃｑｔｊｏｍＭ

Ｓｔｍｃｍ花Ｉ巧0-Ｊ８ｍ,Ｌａｗ1℃､Ｃｅ＆Wishart，l960l

pp､363-364.

4）正式タイトルは、MemorandumbyMIForster

ofSuggestionsfOrConsiderationmnramingthe

EducationBillfOrEngland’である。PLR.Ｏ,Ｅｄ

２４/2,21/10/69.なお、本資料についての全訳は、

以下を参照されたい｡「フォスターのメモ」(全訳）

『教育論叢」名古屋大学大学院教育学研究科教育

学専攻、第39号、1996年３月、69-76頁。

５）成田、前掲轡、１２５頁。

６）Rich,Z.E､,meEdt4cCuCiO〃Act:ＡＳＩ“Ｗ/・ptLblic

Opdmo〃,Lon邸Ilans,1970,pjx、

７）堀尾輝久「現代教育の思想と櫛造」岩波轡店、

1971年、73-74頁。

８）その他の研究について､整理しておく。例えば、

CurtLs,ＳＪ.,Ｈｂｓｔｏ７Ｗｑ/EtZoLcat…伽０?qe[JCB"ｔｑｍ，

UniveHBityThltorialPress，1963(FifthEdition)，

－１５８－
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1976,ｐ､11.-

11）〃icZ、

12）1867年の工場法がバーミンガムにもたらされたが、

当時､市長であったデイクソンによれば､その効果は、

学校に子どもたちを満たすことではなく、工場から子

どもたちを取り除いただけであった。

13）Marcham,Opcit.,ｐ､11.この懸賞金は、１１歳以

上のすべての生徒たちを対象にして、最低２年間

学校へ通ったことがある場合､受けられる。ただ

し、懸賞金は、一人の少年が労働によって得られ

る金額には匹敵しなかった、とされている。

14）〃z⑰.,pl2

15）化2..

16）この部分については､以下の研究に依拠している。

尾形利雄『産業革命期におけるイギリス民衆児

童教育の研究」校倉書房、1964年、宮沢康人編

『世界子どもの歴史６産業革命期」第一法規、

1985年、Bamald1H､０，AHistmUq/E119lisluEUu皿jo)z

F1mnW6UUnjve膳ityofLondonPress,1969,Birchenough，

Ｃ､,Hjstomq/Ele71teFlkwU醜ucqt”ｍＥｌＴ９ｋＭｄｑ?xl

IVnIBs施加l800tothePrBse↑ttD咄UniversltyTUtorial

P『GSS,1925.

17)Marcham,Op・Ｃｉｔ.,ppll-13イギリスにおける基

礎教育への国家の介入の論理を、無知な労働者階

級からの「社会防衛｣、あるいは「社会秩序の維

持」といった観点から把握する近年の研究とし

て、松塚俊三「民衆文化としての初等教育一十九

世紀イギリスのおばさん学校一」『権力・知・日

常一ヨーロッパ史の現場へ－」名古屋大学出版

会、1991年、が挙げられる。Marcham論文の全

体の基調も、松塚と同様である。

18）Marcham,〃jcU,ｐ､12,Tnylompcit.,ｐｐ､27-30

テイラーによれば、この会議の出席者は全部で

１６名で、以下のとおりである。英国国教会の牧

師以外には、教師や実業家、企業家が目立つと言

えよう。

WiI]MDml｣IF月田

WmjamKBnn

ＲｅｖｌｌＭＣａ

19）これに関しては、以下の研究を参照した。Ｗ

アシュワース／下総薫監訳「イギリス田園都市の

社会史一近代都市計画の誕生一」御茶の水書房、

1987年、59-94頁及び115-116頁。

20）Armytage,ＷＨＧ.，Thel870EducationAct，

Ｂ流CCS〃ＪｏＭｍｃｌｌＱ/EdtLmZZomLlStu[ZZes,Ｖｏｌ18,

Ｎ0.2,Ｊｕｎｅ1970,ppl21-122.

21)Marcham,Op・CJC.,ｐ､12,nylol;OpcDC.,ｐ､28.ただ

し、マーチャムはこの部分の論述について、以下

の資料から引用しているが､筆者はこの資料を入

手していない。また、この資料は、筆者が所蔵調

査を行なったハZELRepoパやRLperなどにも含

まれていない。

CapeI,ＨＭ.＆RTbmple，Addressestotheplivate

meetmgattheresidenceoftheMayor(1867),ｐ､3.

22）Tnilorpp・C60.,ｐ､28.

23）IbZd

24）肋｡｡.,ｐｐ､29-32,Marcham,Qp・Ｃｉｔ.,ｐ13.

25）Tblylor,Op・Ｃｆ0.,ｐ､32.この委員会には、その他の

－１５９－

氏名 職業、党派などの属性

GeolgeDixon ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ市長､国教徒､政治的IこliRadicals

CanonGover 銅図絵の繍腕鯛SalIlclI1iuiningCo11C8cの鱸

G・MYOrke 聖PhiIip6の英国ﾛ教会の首席收師

DⅢWilkmson 聖MaJ1insの英国国教会の教区收師

WiUj2ml41cas ｴ鍵､鮒的|ごliﾘﾍﾞﾗﾙNiである力【､R2dcdsでl難い言

SaJBentTilnothy 大実業家､ｴﾃﾘｱﾝｉｉｉ

WillizlmKenrick 大実業家､ｴﾃﾘ7）iii

ThomasMartinGau 非国散徒､1867年総騨でｌｊデイクソンの反対者

GeolgeBIEilhwnite 非国雑､1867年総騨でliﾃﾞｲｸｿﾝの反対者

JosephChambe『lam 新聞社の糧累長

JohnBunce 新聞社の隔奥長

JohnSl(irTowMUht iii福緋国教徒

RWDale ﾛﾝﾄﾞﾝ人､非国教徒

Rev・HMCapel Midlandの学校視察官

HPdeIick1Temp1e Rugby枝の校長

JolulB肥､mer ManrhesleTEduca1ionAidSocielyの名誉鱒
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委員として以下の者が含まれていた。プンス

（Bunce)、チェンバレン〈Chamberlajn)、ドーソ

ン（Dawson)、ゴウヴァー（Gover)、ケンリック

（Kemick)、サーガント（Sargant)、ヴィンス

（Vince)、ウイルキンソン（Wilkinson)。なお、

注の１８も参照のこと｡テイラーの研究のppl2-21

には、デイクソンをはじめとして、ＮＥＬに関係し

た著名な人物が、簡略に紹介されており、参考に

なる。

ジヨウンズによれば､デイクソンを議長に推薦

し、マンチェスターの先例にならい、教育の領域

でデイクソンにイニシアテイヴを取らせたのは、

コリングスであった。また、委員の榊成について

は、ディクソンの市長時代にバーミンガムの市議

会に選出された裕福な商人たちが、主要なメン

バーであったとされている。

Jones,。p・Cit.,ｐ､58

26）ここの事実関係については、Marcham,opclM.，

ｐｐ､13-14,Tnylor,opcZt.,pp33-42,に基づいてい

る。

27）Ｆｉ浴２Ａ""ｗＺＲｅｐｏ〃Ｑ/･ｔﾉｚｅＢｊ?wzj7zgi"αm

EtlUcZztio〃ＳＯＣ花ｔＵ,Marcｈ31,1868,pp20-2L右

の表は、Repo7tpp20-21より作成した。

28）Ｉbid,ｐ17.

29）めれ．

30）ＳｅｃｍＺｄＡ"冗皿ｌＥｅＰｏ７ＺｑｒｔﾉＬｅＢｉγmni"ghqm

Edt4cQZio〃Society,Marchl869,ｐｐ､13-14

31）スタンダードについては、例えば、成田、前掲

書、111-112頁、大田、前掲書、４９頁、を参照さ

れたい。

32）Marcham,Opcit.,ｐ､13.

33）Seco?ｚｄＡ〃"tLalRepo汀Ｑ／tﾉzFBimzi?Tgﾉmm

EU2LcqtUo〃Societg1Marchl869,ｐ､15.

34)Roper,ＨⅡTbwardsanElementanrBducationAct

fOrEnglandandWalesl865-68,ＢｍｔｉｓｈＪｂｍｍｑｌ

ｑ／Ｅｄ皿caUio7zaJSt“形s，VOL23,ＮＯ２，Ｊｕｎｅ

1975,ｐ186．

民衆を対象にした基礎教育法案は､1850年代に

いくつか提出されている。例えば、1850年２月

提出のフオツクス（Fox,WJ.）教育法案、1854年

２月提出のマンチェスター・サルフォード

（ManchesterandSalfbrd）教育法案、1855年３

月提出のパッキントン（SirJolmPakmgton)教育
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法案がよく知られている。これらはすべて廃案に

なったが、ヴォランタリー・システムの効果に対

する疑問から出発していた点が共通していた。た

だし、いずれの教育法案も、ヴォランタリー・シ

ステムを壊すのではなく、既存のシステムには全

く干渉しないという原理・原則を含んでいた。

これに対して、１８６０年代初頭に、大衆の基礎

教育をめぐる包括的な教育立法制定をめぐる動

向が見られないのは、ロウバーによれば、ニュー

カッスル（Newcastle）委員会が1861年に発表し

た､教育統計の影響があるという。ニューカッス

ル委員会は、「イングランドとウェールズの

2,655,767名の子どもたちのうち、どんな教育も

受けていないのは、わずかに120,305名にすぎな

い」というように、教育提供状況を楽観的に把握

したとされる。この影響により、イギリスの教育

は、ヴォランタリー・システムで十分に提供され

得るという考え方が､現実的になっていた。ﾉbid.，

ppl83-184.

35）MaltbylSE.,/VmzcﾉZester(mdtheMbUeme7zZ

/brjVtztComLZEZeme,ZZQmECl1LCatfo〃’800-18ｍ，

ManchesterattheUmiversityPress，１９１８，ｐｐ､95‐

９６.この栂成員は１２名で､マンチェスターの市長

も含まれ､議長を務めた。後に設立されたバーミ

ンガム教育協会は、これに倣ったと言われてい

る。

36）IbOd.,pp98-99

37）肋Z｡.,ｐ98.

38）この教育法案のタイトルは、「ABiUtoProvide

fOrEducationofthepoorerClassesmEngIand

andWales」（イングランドとウェールズのより貧

困な階級の者たちへの教育提供を目的とした法

案）である。ただし、１８６７年教育法案には、強

制就学を実施する地方当局の櫛想は含まれな

かった。

ブルースは、児童の就学に関して、教育法案に

は二つの種類があると述べている。一つは､教育

法案の中に､強制就学(compulsoryattendance)の

条項を含んでいるものである。これは、教育を管

理･運営する地方教育行政機関が､①就学を強制

する規定を実施する､②教育を促進することを目

的とした地方税の導入権限を有する、という二つ

の内容を含む教育法案である。もう一つは､任意

（peImissive）な性質を有する教育法案であり、

上記の二つの規定を含まないものである。

PmlicLmemmYﾉDebutes,３rdSen,VbLl90,ｃ01.1817.

39)PtL7limloe?ztamDebqtes,3rdSer.,Vb1.188,coL1351

なお、１８６７年教育法案については、拙稿「イ

ギリス1870年教育法案形成過程-1867年.1868

年教育法案の位置一」『教育論幾』第37号、名古

屋大学大学院教育学研究科教育学専攻､1994年３

月、１－１４頁、を参照のこと。

40）mylor,opcit.,ｐｐ､70-71.

41）チェンバレンは1836年、ユニテリアンで裕福

な商人の家庭に生まれた。非国教徒であり、１８

歳の時にバーミンガムにやってきた。おじのボル

ト工場会社に入り、１３年間を過ごした。富裕な

企業家の家庭に育ったユニテリアンの女性と結

婚した。夜学校や日曜学校で、教育も行なった。

1867年にデイクソンやコリングスにそそのかさ

れて、政治生活に入っていった。ノbid.,ｐｐｌ８-19.

42）われ.,pp72-73・テイラーによれば、デイクソン

はチェンバレンの構想を受け入れた後､マンチェ

スター教育法案委員会のメンバーたちに、全国的

な組織への協力依頼の書簡を送ったが、マンチェ

スターからは断られたという。〃id.,ｐ７３ただ

し、その理由は述べられていない。

43）化id.,ｐ73,Adams,Op・Cit.,ｐ197．

この会議の出席者には、デイクソン、チェンバ

レン、コリングス、ハリス、そして、ブンスたち

がいた。この会議に先立ち、デイクソンとコリン

グスの間で、すでにバーミンガム教育協会の組織

拡大について、議論が行なわれていた。アダムズ

によれば、この会談にＮＥＬの起源がある、とさ

れている。めれ．

44)ﾉVELPtLpe７，，．．，Adams,op､Cit.,ｐ197.この回状

は、コリングスのイニシアティヴで作成された。

彼は、Ａ〃ＯⅡtli7zeQ/ＷＺｅＡｍｅ１ＲｉＣα〃sZ/Stem“t九

泥ｍｃｌＯｋｓｏ７ｚｔﾉzeeskLblisﾉ、DC?ｚＺｑ／ｃｏｍｍｏ冗

ScﾉZooJsmE7UkmfZ,1868,と題されたパンフレッ

トの中で、アメリカのマサチューセッツ州のコモ

ン・スクール制度のイギリスへの採用を提唱して

いた。彼はまた、国の援助と視察を受け、地方の

管理を伴う国民的な基礎学校制度の創設には、世

俗教育、教育税の徴収、そして就学については強

制すること、といった構想を抱いていた。

－１６１－
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45）めれ.,ｐ198.ただし、ＮＥＬのメンバーは、バー

ミンガムやロンドンから集まったが､田舎ではそ

の組織は弱体であったという。例えば、ノッティ

ンガムシャー全体ではわずかに２名、ケンブリッ

ジシャーでは６名であり、そのうちの３名は

大学のメンバーであったとされている。Tbw1or，

｡P・cft.,ｐ77.

46Ｍb虹.チェンバレンは副議長、コリングスは名

誉書記長、ジヤフライは収入役に選出された。ま

た、アダムズが書記長に選出された。

47)NELの回状については､全国的な創立会議では、

綱領(platfbrm)と呼ばれた｡また、全国的な創立会

議の報告書によると、以下に示すように、回状は若干

の修正が施されたことがわかる｡ただし、回状の基本

的な原理･原則に関わる修正ではない。

theeducationofevelychildin-Engdand-and

IHIaleBL

RePo”q/､6ﾉDeFY1aSCGe?ｚｅｍＷｂＤＣ“q/ハル､be庵

qftheMztjmmJEth"qDio70LeCIgt4e,1869,ｐ､25.この

報告醤の22-25頁には、綱領が導き出された経過

が述べられている.それを簡略に示すと、①ヴォ

ランタリ〒・システムの教育提供不足、②マン

チェスター・サルフォード教育協会の教育統計、

③バーミンガムの教育統計､④マンチェスター教

育法案委員会の設立､⑤NELの形成､⑥NELの

綱領、となっている。⑤までの経緯を踏まえて、

⑥の綱領を析出したとしている。

48）ＰＬＲＯ,Ed24/2,21/10/69！｡p・cft,ｐ､2.

49）Rich,OpcZt.,ｐ・ix、

50）成田、前掲書、125頁。

〔付記〕

本稿は、2000年８月３０日、名古屋大学で開催さ

れた日本教育学会第５９回大会自由研究発表報告

「イギリス1870年基礎教育法の性質に関する一考

察一NationalEducationLeagueの役割に着目して

－」をもとに、若干、加筆･修正を行なったもので

ある。

Object

Theestablishmentofasystemwhichｓｈ皿secure

theeducationofeverychUdinthecountrVi

↓修正

TheestablishmentofasystemwhichshaIlsecure
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